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講演会で「目指すべき賃上げ率は４％です」と話すと、会場がシーンとすることがある。聴衆を見

渡すと、あっけにとられている人、あきれた顔をしている人、苦笑している人などが目に入り、納得

してうなずいている人は少数のようだ。 

４％の賃上げを突拍子もないと思う人もいるかもしれない。しかし、エコノミストの端くれとして、

根拠なく４％という数字を出しているわけではない。 

 

（ベースアップが重要） 

春闘賃上げ率は、2014年に 13年ぶりに２％を上回った後、4年連続で２％台をキープしている。し

かし、この場合の２％は定期昇給を含んだもので、労働市場の平均賃金上昇率に直接影響を与えるの

は定期昇給を除いたベースアップだ(図１)。 

定期昇給込みの賃上げ率と労働市場全体の賃金上昇率を混同している人が時々いるので、改めて説

明すると、個々の労働者に焦点を当てれば、その人の賃金水準は平均的には毎年定期昇給分だけ上が

っていく（年功賃金体系の会社の場合）。しかし、毎年高齢者が定年などで退職する一方で、若い人が

新たに働き始めるので、労働市場全体でみれば平均年齢は変わらない（厳密には高齢化の分だけ少し

上がる）。したがって、マクロベースの賃金上昇

率を考える際には、定期昇給分を除いたベース

アップを見ることが適切だ。 

2017年の春闘賃上げ率は 2.11％（厚生労働省

調べ）だった。連合の調査では定期昇給は

1.69％となっているので、ベースアップは

0.4％程度となる。実際、厚生労働省の毎月勤労

統計によれば、2017年度入り後の一般労働者の

所定内給与は前年比 0.4％（4～9月の平均）で、

ベースアップと一致している。 
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図１ 賃金改定率の推移

ベースアップ 定期昇給
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（資料）中央労働委員会「賃金事情等総合調査」 （年度）
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（実質賃金が低下） 

労働者の生活や消費行動に直結するのは、名目賃金を消費者物価で割り引いた実質賃金だ。デフレ

下ではベースアップがなくても実質賃金はあま

り下がらなかった。しかし、アベノミクス開始

以降、消費者物価は一時的に下落する局面はあ

ったものの、基調としては緩やかに上昇してい

る。安倍政権発足時（2012年 10-12月期）から

直近（2017年 7-9月期）まで消費者物価（持家

の帰属家賃を除く総合）は、消費税率引き上げ

の影響もあって 6％近く上昇した（消費税の影

響を除くと 3.5％）。この間の名目賃金上昇率は

2％弱にすぎないため、実質賃金は 4％近く低下

している（図２）。 

2018年度の消費者物価は、景気回復に伴う需給バランスの改善、円安、原油高に伴う輸入物価の上

昇などから、足もとのゼロ％台後半から 1％程度まで高まることが予想される。名目賃金の伸びが変

わらなければ、実質賃金はさらに下がってしまう。 

 

（賃上げの要求水準が低い） 

2018 年の春季交渉を巡る環境を確認すると、失業率は完全雇用とされる 3％程度を下回る 2％台後

半まで低下するなど労働需給は引き締まった状態が続いており、企業収益も過去最高を更新し続ける

ほど絶好調だ。さらに、2016年中はマイナス圏で推移していた消費者物価上昇率（生鮮食品を除く総

合）は 2017年 1月に上昇に転じた後、9月には前年比 0.7％まで伸びを高めている。賃上げ率を大き

く左右する労働需給、企業収益、物価はここにきていずれも明確に改善している。2018年は賃上げに

とってまたとない好機といえる。 

また、安倍首相は経済界に対し「３％の賃上げ」を要請しており、2018年度税制改正では賃上げ促

進税制の拡充を図る方針である。しかし、賃上げ要請、賃上げ促進税制自体は安倍政権発足直後の 2013

年度に始まっており、それでも賃上げ率が低水準にとどまっていることからすれば、３％の賃上げが

一気に達成されることはないだろう。 

そもそも、経営者に自ら進んで積極的な賃上げを行うことを期待することに無理があるかもしれな

い。経営者の重要な任務は自社の収益を最大化することであり、そのためにはなるべく賃金を上げず

に働いてもらうほうが合理的だからだ。賃金を上げなければ労働者が辞めてしまい必要な雇用を確保

できなくなる、労働組合からの賃上げ要求が厳しくなる、などといった状況になって、やむなく賃金

を上げるというのが実態ではないか。 

賃上げを巡る環境は極めて良好だが、組合側の要求水準は上がっていない。連合の 2018年春季生活

闘争方針では、賃上げ要求水準が「２％程度を基準（定期昇給分を除く）」と前年と変わらなかった。

連合は 2014年に「定期昇給プラス物価上昇分等１％以上」と久しぶりにベースアップの要求を復活さ

せ、2015年には「２％以上」と要求水準を引き上げたが、2016年に「２％程度」に引き下げた後、2
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図２ 物価上昇に賃金上昇が追いつかず（12/4Q＝100）

消費者物価（持家の帰属家賃を除く総合）

消費者物価（消費税の影響を除く）

（資料）総務省統計局「消費者物価指数」、厚生労働省「毎月勤労統計」 （年・四半期）

名目賃金（一人当たり現金給与総額）

実質賃金（一人当たり現金給与総額）
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年連続で据え置かれた。 

また、連合傘下組合の実際の要求水準も 2013年

の 2.11％から 2014年が 2.95％、2015年が 3.75％

と大幅に上昇したが、2016年（3.16％）、2017年

（3.02％）と低下し、実際の賃上げ率も 2年連続

で低下した（図３）。組合からの要求水準が低いま

までは実際の賃上げ率が大きく高まることは期待

できないだろう。 

 

（２％の物価目標と整合的な賃上げ率は４％） 

日本銀行は、消費者物価上昇率２％の「物価安定の目標」を 2 年程度で達成するために、2013 年 4

月から異次元緩和を続けている。幸か不幸か今のところ目標は達成されていないが、日銀が２％の物

価目標の旗を降ろす気配はない。また、足もとの消費者物価上昇のほとんどはエネルギー価格の上昇

によるものだが、日銀が重視している「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」の上昇率もプラス圏に

浮上し、基調的な物価上昇圧力も徐々に高まりつつある。筆者は「物価が持続的に下落する状況」と

いう意味でのデフレはすでに脱したと判断しており、大きなショックがなければ消費者物価上昇率が

再びマイナスになることはないとみている。円安、原油高が大きく進んだ場合には上昇率が２％に達

することもありうるだろう。 

実質賃金が増えなければ本格的な消費の回復

は見込めないが、２％の物価目標が達成された

場合、実質賃金の伸びがプラスになるためには

２％以上のベースアップが必要となる。ベース

アップがほとんどない時期が長かったため、継

続的に物価以上に賃金が上がることを想像でき

ない人が増えているかもしれないが、長期的に

見ればベースアップは消費者物価上昇率を上回

ることがほとんどであった（図４）。 

ベースアップ２％を一般的に用いられる定期昇給込みの賃上げ率で表せば４％になる。これが冒頭

で示した目指すべき賃上げ率の根拠だ。現実的には４％どころか安倍首相が要請した３％の賃上げを

達成するのにも時間がかかるだろう。しかし、２％の物価目標と整合的な賃上げ率はあくまでも４％

であり、３％が達成されたとしてもそれは通過点にすぎないことを認識しておくべきだろう。 

 

 

（お願い）本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的で

あり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。 
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図４ ベースアップと物価上昇率

ベースアップ

消費者物価上昇率

（％）

（年度）（資料）中央労働委員会、総務省統計局
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図３ 春闘賃上げ率の要求と実績の関係

差（要求－実績）

(注）要求は連合傘下組合、実績は厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」による (年）

実績
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